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　《  山中湖村の健全化判断比率  》

内　容 早期健全化基準 財政再生基準 山中湖村

実 質 赤 字 比 率

　一般会計等を対象とした実質赤字額
の標準財政規模（人口、面積等から算
定する当該団体の標準的な一般財源の
規模）に対する比率　　

　１５．００％ ２０．００％ ―
（－９．２９％）

連結実質赤字比率
　全会計を対象とした実質赤字額（ま
たは資金不足額）の標準財政規模に対
する比率　

　２０．００％ ３０．００％ ―
（－９．５８％）

実質公債費比率
　
一般会計等が負担する元利償還金等
の標準財政規模に対する比率　

２５．０％    ３５．０％ ５．６％

将 来 負 担 比 率
　
一般会計等が将来負担すべき実質的
な負債の標準財政規模に対する比率   ３５０．０％ ―

（－６２．１％）

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、平成２５年度決算の健全化判断比率を公表します。

　財政健全化法とは、「早期健全化基準」と「財政再生基準」により各判断比率を算定し、地方公共団体
の財政状況を明らかにするものです。

平成２５年度 決算における村の健全化判断比率等を公表します。

　《  資金不足比率  》
特別会計名 村の資金不足比率 事業の規模

簡易水道特別会計 ―（資金不足なし） ６,6 ８６万３千円

下水道特別会計 ―（資金不足なし） １億６７０万９千円

観光施設特別会計 ―（資金不足なし） ７億４, ９２９万４千円

 早期健全化基準とは・・・
　健全化判断比率のいずれかが財政健全化基準
を超える場合は、財政状況が悪化した要因の分
析を行ない、判断比率を早期健全化基準未満と
することを目標に「財政健全化計画」を策定し、
速やかに公表するとともに知事に報告しなけれ
ばなりません。

財政再生基準とは・・・
　健全化判断比率のいずれかが財政再生基準を
超える場合は、財政状況が悪化した要因の分析
を行ない、判断比率を財政再生基準未満とする
ことを目標に「財政再生計画」を策定し、速や
かに公表するとともに総務大臣に協議し、同意
を求めることができます。その同意を得ていな
ければ地方債が制限されます。

 資金不足比率とは・・・
　公営企業会計（特別会計）の資金不足額の事業の規模に対する比率

　上記の基準比率すべてにおいて、本村は基準より下回る結果と
なっていますので、健全な財政運営と言えます。


